
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の
第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の

認可申請に関する説明
（令和７年度の接続料の改定等）

① 令和７年度の加入光ファイバに係る接続料の改定等

② 令和７年度の次世代ネットワーク（ＮＧＮ）等に係る接続料の改定等

③ 実績原価方式に基づく令和７年度の接続料の改定等

④ 長期増分費用方式に基づく令和７年度の接続料の改定等

令和７年１月

別紙１

彩衣 鍋田
長方形



11接続約款の変更認可申請に係る申請日等

１．申請者

東日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ東日本」という。）

代表取締役社長 澁谷 直樹

西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ西日本」という。）

代表取締役社長 北村 亮太
（以下「ＮＴＴ東日本」及び「ＮＴＴ西日本」を｢ＮＴＴ東日本・西日本｣という。）

２．申請年月日

令和７年１月17日(金)

３．主旨

例年の会計整理・再計算の結果等を踏まえ、
① 令和７年度の加入光ファイバに係る接続料の改定等
② 令和７年度の次世代ネットワーク（ＮＧＮ）等に係る接続料の改定等
③ 実績原価方式に基づく令和７年度の接続料の改定等
④ 長期増分費用方式に基づく令和７年度の接続料の改定等
を行うため、接続約款の変更を行うもの。

４．実施予定期日

認可後、令和７年４月１日（火）より適用
※一部の次世代ネットワーク（ＮＧＮ）に係る機能等については、令和７年１月１日（水）に遡って適用



22接続約款の変更認可申請の全体像

接続料改定等に際して必要となる行政手続 主な接続料の算定方法・期間

接続約款変更の認可（電気通信事業法第33条第２項）
接続料規則第３条(※)に基づく

許可等
R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R９年度

【今次申請】加入光ファイバに係る接続料の改定等
（シェアドアクセス方式、シングルスター方式の接続料 等）

・乖離額調整 等

【今次申請】ＮＧＮに係る接続料の改定等
（光ＩＰ電話の接続料、ＩＰｏＥ方式に係る県間接続料 等）

・乖離額調整 等

【今次申請】実績原価方式に基づく接続料の改定等
（ドライカッパ、メタル専用線の接続料、工事費・手続費 等）

・特設公衆電話に係る費用の扱い

・IPoEのＧＷルータの利用中止費 等

【今次申請】LRIC方式に基づく接続料の改定等
（メタルＩＰ電話の接続料の一部機能 等）

-

※ 接続料は、第一種指定電気通信設備接続料規則（以下「接続料規則」という。）に定める方法により算定された原価及び利潤に照らし公正妥当なものであることが求められるが、「特
別の理由」がある場合には、接続料規則第３条ただし書の規定に基づき、総務大臣の許可を受けて別の算定方法を採用することが可能（３条許可）。

実績
原価

接続約款の認可申請に併せて行われる報告 ・接続料と利用者料金の関係の検証（スタックテスト）

○ 今回、実際費用方式（将来原価方式及び実績原価方式）、長期増分費用（ＬＲＩＣ）方式に基づく令和７年度の接続料の改定等につい
て申請があったもの。

実績
原価

LRICLRIC

将来原価（３年）

（県内等）将来原価

（３年９ヶ月）

（10Gb/sインタフェース）

将来原価（５年）

（県間）将来原価

（１年７ヶ月）

実績
原価

LRIC

（10Gb/sインタフェース）
将来原価（５年）

（県間）将来原価
（４年３ヶ月）

（県内等）将来原価
（４年３ヶ月）



33

主な変更・報告内容等
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① 令和７年度の加入光ファイバに係る接続料の改定等 （P. 27～35）

② 令和７年度の次世代ネットワーク（NGN）に係る接続料の改定等（P. 37～40）

③ 実績原価方式に基づく令和７年度の接続料の改定等 （P. 42～47）

④ 長期増分費用方式に基づく令和７年度の接続料の改定等 （P. 49～51）

⑤ 報告事項（スタックテスト、加入光ファイバの未利用芯線について）（P. 53～67）

主な変更・報告内容等 （P. ５～24）

その他の変更・報告内容等 （P. 27～67）

参考資料 （P. 69～82）

① 令和７年度の加入光ファイバに係る接続料の改定等 （P. ５～８）

② 令和７年度の次世代ネットワーク（NGN）等に係る接続料の改定等（P. 10～15）

③ 実績原価方式に基づく令和７年度の接続料の改定等 （P. 17～19）

④ 固定電話のIP網移行に伴う対応（報告）（P. 21）

  ⑤ その他の事項（接続料規則等に基づく許可申請）（P. 23～24）
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① 令和７年度の加入光ファイバに係る接続料の改定等 （P. 27～35）

② 令和７年度の次世代ネットワーク（NGN）に係る接続料の改定等（P. 37～40）

③ 実績原価方式に基づく令和７年度の接続料の改定等 （P. 42～47）

④ 長期増分費用方式に基づく令和７年度の接続料の改定等 （P. 49～51）

⑤ 報告事項（スタックテスト、加入光ファイバの未利用芯線について）（P. 53～67）

主な変更・報告内容等 （P. ５～24）

その他の変更・報告内容等 （P. 27～67）

参考資料 （P. 69～82）

① 令和７年度の加入光ファイバに係る接続料の改定等 （P. ５～８）

② 令和７年度の次世代ネットワーク（NGN）等に係る接続料の改定等（P. 10～15）

③ 実績原価方式に基づく令和７年度の接続料の改定等 （P. 17～19）

④ 固定電話のIP網移行に伴う対応（報告）（P. 21）

  ⑤ その他の事項（接続料規則等に基づく許可申請）（P. 23～24）
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機能名 接続料設定単位
令和７年１月～令和10年度

申請接続料
令和３年度～令和６年12月

適用接続料
令和７年１月～令和10年度

申請接続料
令和３年度～令和６年12月

適用接続料

端末系ルータ
交換機能

１Gbit/sタイプ

下記以外
１装置（収容ルータ）ごと・
月額

46.3万円（＋13.8%） 40.7万円 48.0万円（＋11.1%） 43.2万円

専らIP電話の提供の
用に供するもの

１装置（SNIルータ（IP電
話））ごと・月額

49.0.万円（▲17.6%） 59.5万円 33.1万円（▲34.6%） 50.6万円

10Gbit/sタイプ
１装置（収容ルータ）ごと・
月額

99.6万円（＋41.3%） 70.5万円 93.3万円（＋34.2%） 69.5万円

一般収容ルータ
優先パケット識別
機能

１Gbit/sタイプ
10Gbit/sタイ
プ

SIPサーバを用いて
制御するもの

１chごと・月額 3.01円（＋40.7%） 2.14円 2.41円（＋17.0%） 2.06円

優先クラスを
識別するもの

契約数ごと・月額 2.92円（＋20.2%） 2.43円 2.39円（＋5.3%） 2.27円

上記以外 １装置（収容ルータ）ごと・月額 11,917円（＋44.2%） 8,267円 11,478円（＋37.4%） 8,354円

関門系ルータ
交換機能

網終端装置（PPPoE接続）（※） １装置（網終端装置）ごと・月額 36.1万円（＋49.2%） 24.2万円 53.6万円（＋88.7%） 28.4万円

ゲートウェイルータ（IPoE接続） １ポートごと・月額 資料37頁参照 資料37頁参照 資料37頁参照 資料37頁参照

ゲートウェイルータ（ＩＰ音声接続） １秒ごと 0.000007753円（▲51.0%） 0.000015833円 0.000010547円（▲42.0%） 0.000018197円

SIPサーバ機能
専ら光IP電話の提供の用に供するもの １通信ごと 1.24059円（+59.3%）

0.77885円
1.13176円（+67.2%）

0.67708円
上記以外の場合 １通信ごと 0.46312円（▲40.5%） 0.37153円（▲45.1%）

SIP信号変換機能 １通信ごと 0.030195円（▲40.6%） 0.050835円 0.030820円（▲48.9%） 0.060322円

番号管理機能 １通信ごと 0.034153円（＋27.0%） 0.026894円 0.034563円（＋4.9%） 0.032936円

ドメイン名管理機能 １通信ごと 0.017413円（▲47.2%） 0.032998円 0.014327円（▲58.4%） 0.034415円

一般中継系ルー
タ交換伝送機能

一般中継局
ルータ・伝送
路

ベストエフォート

１Mbitごと・月額

0.000026010円（▲47.9%） 0.000049946円 0.000030759円（▲57.5%） 0.000072345円

優先クラス 0.000024938円（▲57.3%） 0.000058437円 0.000022132円（▲73.6%） 0.000083919円

高優先クラス 0.000032720円（▲47.6%） 0.000062433円 0.000038725円（▲57.2%） 0.000090431円

最優先クラス 0.000032877円（▲47.8%） 0.000062933円 0.000038848円（▲57.4%） 0.000091155円

ＮＧＮの県内通信用設備に係る法定機能接続料について

※ 網改造料により負担されているものを除く。
※ 端末系ルータ交換機能（10Gbit/sタイプ）、一般収容局ルータ優先パケット識別機能（10Gbit/sタイプ）は令和２年度～令和６年12月 適用料金。
※ 一般収容ルータ優先パケット識別機能（1Gbit/sタイプ・10Gbit/sタイプ）のうち優先クラスを識別するもの、一般中継系ルータ交換伝送機能（優先クラス）については、現行算定期間に生じた乖離額調整後の接続料。

（括弧内は前期適用接続料比）

○ ＮＴＴ東日本・西日本の令和７年１月以降のＮＧＮに係る法定機能の接続料は、以下のとおり。

ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本
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ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本

令和７年１月～
令和10年度

申請接続料※４

令和３年度～
令和６年12月
適用接続料

令和７年１月～
令和10年度

申請接続料※４

令和３年度～
令和６年12月
適用接続料

一般収容局ルータ接続
ルーティング伝送機能

<ＮＴＴ東日本・西日本のみ>

1G
１装置ごと・月額

102.0万円 (＋6.9%) 95.4万円 101.6万円 (＋1.0%) 100.6万円

10G 192.9万円 - - 226.7万円 - -

光ＩＰ電話接続機能※２ ３分当たり 2.14円 (＋56.2%) 1.37円 1.76円 (＋20.5%) 1.46円

一般収容ルータ
優先パケット識別機能

（優先クラスを識別するもの）

１契約ごと・月額 2.92円 (＋20.2%) 2.43円 2.39円 (＋5.3%) 2.27円

一般中継系ルータ
交換伝送機能※３

（優先クラス）

１Ｍｂｉｔごと・月額 0.000024938円 (▲57.3%) 0.000058437円 0.000022132円 (▲73.6%) 0.000083919円

ＮＧＮの県内通信用設備に係る法定機能接続料

■ 前算定期間の接続料との比較

組合せ適用対象の法定機能

一般収容局ルータ接続
ルーティング伝送機能

（収容局接続）

端末系ルータ交換機能（SNIルータ（IP電話）以外）、一般収容ルータ優先パケット識別機能（注）、関門系ルータ交換機能（網終端装置（ＩＳＰ））、一般中継系
ルータ交換伝送機能（ベストエフォートクラス） 注：ＳＩＰサーバを用いて制御するもの及び優先クラスを識別するもの以外

光ＩＰ電話接続機能※１

端末系ルータ交換機能（SNIルータ（IP電話））、一般収容ルータ優先パケット識別機能（SIPサーバを用いて制御するもの）、SIPサーバ機能（専ら光IP電話の提

供の用に供するもの）、ＳＩＰ信号変換機能、番号管理機能、ドメイン名管理機能、一般中継系ルータ交換伝送機能（最優先クラス・高優先クラス）、関門系ルー
タ交換機能（ゲートウェイルータ（東西間接続）、ゲートウェイルータ（IP音声接続））

■ 法定機能の組合せ

※１ IP通信網県間区間伝送機能を含む。

〇 一般収容局ルータ接続ルーティング伝送機能（10Gbit/sタイプ）について、一般収容局ルータ接続ルーティング伝送機能（1Gbit/sタ
イプ）と同様の組合せに対応できることとなったことから、新たに設定。

○ 光IP電話接続機能について、ＮＴＴ東日本・西日本において前算定期間の適用額と比べて上昇している主な理由は、平成20年のNGN構築の際
に設置を行ったSIPサーバが保守維持限界を迎えることに伴う更改投資により、コストが増加したことによるもの。

○ その他の機能については、収容ルータの更改投資など高速制御部に係る一部コストの増加により、ＮＴＴ東日本・西日本において、一
般収容ルータ優先パケット識別機能の接続料額が上昇。一般中継系ルータ交換伝送機能（優先クラス）は、保守業務等の内部効率化等の
コスト削減や需要増加等により、前算定期間の適用額と比べて低減。

※２ 令和３年度～令和６年12月の適用接続料は、光ＩＰ電話接続機能の接続料に中継交換機能（３分当たり）とIP通信網県間区間伝送機能（３分当たり）を加算したもの。
 令和７年１月～令和10年度の申請接続料は、光ＩＰ電話接続機能の接続料にIP通信網県間区間伝送機能（３分当たり）を加算したもの。

※３ 接続点のない網内折返し通信は、接続機能にならない。
※４ 現行の算定期間に生じた乖離額調整後の接続料。



1212ＮＧＮの県内通信用設備に係る接続料（ＮＧＮ県内接続料）の概要

○ ＮＧＮについては、ＮＴＴ東日本・西日本が提供するＦＴＴＨアクセスサービスであるフレッツ光（光サービス卸を含む）やひかり電話、優先転送サービ
ス（他社利用分を含む）等のために利用されている。

○ これまで、令和３年４月～令和６年12月におけるＮＧＮの県内通信用設備に係る接続料の算定については、令和７年１月までの間に固定電話網を
PSTN（公衆交換電話網）からIP網に移行することを踏まえて、当該IP接続への切替の開始から完了までの接続料の急激な変動を緩和するため、接続
料規則第８条第２項第２号に基づき、３年９ヶ月の複数年度の将来原価方式により算定が行われた。

○ 今回申請のあった、令和７年以降のＮＧＮの県内通信用設備に係る接続料については、収容局ルータ及びSIPサーバについて保守限界を迎えるこ
とから、令和７年から令和10年度頃にかけて当該設備の大幅更改を予定しており、接続料の急激な変動を緩和するため、接続料規則第８条第２項第
２号に基づき、４年３ヶ月（令和７年１月～令和11年３月）の複数年度の将来原価方式により算定。

○ フレッツ光の契約数について、令和６年度の事業計画見込み値、及び販売状況等を踏まえ、ＮＴＴ東日本は▲３万契約純減、ＮＴＴ西日本は▲２万
契約純減と予測。

○ ひかり電話のチャネル数については、令和６年度の事業計画見込み値、及び販売状況等を踏まえ、ＮＴＴ東日本は▲23万契約純減、ＮＴＴ西日本
は▲21万契約純減と予測。

○ 優先転送サービスについては、令和５年度実績をもとに、令和７年１月以降の需要を＋２～３千契約と予測。

○ 投資については、これらの需要等に対応するために必要となる最小限の設備量を見込む。施設保全費等については、令和５年度実績をもとに、取
得固定資産価額の伸び率に効率化率を加味して算定。効率化率については、企業努力によるコスト効率化を見込み、▲３％／年と設定。

■ ＮＧＮに係る需要予測
令和５年度末

実績
令和６年度末

見込み
令和７年度末

予測
令和８年度末

予測
令和９年度末

予測
令和10年度末

予測

東
日
本

フレッツ光 【万契約】 1,326 1,323 1,320 1,317 1,314 1,311
（前年度比） ― （▲3） （▲3） （▲3） （▲3） （▲3）

ひかり電話 【万ｃｈ】 992 969 945 922 899 875
（前年度比） ― （▲23） （▲23） （▲23） （▲23） （▲23）

優先転送サービス 【千契約】 18 20 23 25 28 30
（前年度比） ― （＋2） （＋2） （＋2） （＋2） （＋2）

西
日
本

フレッツ光 【万契約】 1,024 1,022 1,020 1,018 1,016 1,014
（前年度比） ― （▲2） （▲2） （▲2） （▲2） （▲2）

ひかり電話 【万ｃｈ】 858 837 816 794 773 752
（前年度比） ― （▲21） （▲21） （▲21） （▲21） （▲21）

優先転送サービス 【千契約】 11 14 16 19 21 24
（前年度比） ― （＋3） （＋3） （＋3） （＋3） （＋3）



13ＮＧＮの県間通信用設備に係る接続料（ＮＧＮ県間接続料）の概要
○ ＮＧＮの県間通信用設備については、電気通信事業法の一部を改正する法律(令和４年法律第70号)及び関連省令等（いずれも令和５年６

月16日施行）を踏まえ、第一種指定電気通信設備として適正原価・適正利潤の原則に基づき接続料を設定している。
○ これまで、IPoE接続、IP音声接続、及び優先パケット転送機能に係る県間接続料は、ＮＧＮ県内接続料の算定にあわせて、PSTN網からIP

網の移行を踏まえ、接続料規則第８条第２項第２号に基づき、令和６年12月までの複数年度の将来原価方式により算定が行われてきた。
○ 今回申請のあった、令和７年以降のＮＧＮの県間通信用設備に係る接続料については、全国集約ＰＯＩ及びブロックＰＯＩから単県ＰＯ

Ｉへの移行等が見込まれていることから、接続料の急激な変動を緩和するため、接続料規則第８条第２項第２号に基づき、４年３ヶ月（令
和７年４月～令和１１年３月）の複数年度の将来原価方式により算定。

○ ＩＰｏＥ接続に係る県間接続料については、現行の適用料金と比較して
全国集約ＰＯＩでＮＴＴ東日本▲9万円／ポートごと月額（▲1.3％）、ＮＴＴ西日本▲189万円／ポートごと月額（▲29.2％）、
ブロックＰＯＩでＮＴＴ東日本▲119万円／ポートごと月額（▲30.9％）、ＮＴＴ西日本▲143万円／ポートごと月額（▲26.6％）の低減となる。

○ ＩＰ音声接続及び優先パケットに係る県間接続料については、現行の適用料金と比較して
ＩＰ音声接続県間接続は、ＮＴＴ東日本で▲0.00124092円／３分あたり（▲26.0％）、ＮＴＴ西日本で▲0.00053028円／３分あたり（▲12.0％）の低減。

 優先パケット県間接続は、ＮＴＴ東日本で▲0.000100758円／１Mbitごと※（▲71.2％）、ＮＴＴ西日本で▲0.000119966円／１Mbitごと（▲92.0％）の低減。

※ ＮＴＴ東日本においては、優先パケット接続に係るトラヒック量の実績が予測を大きく上回ったことから、令和３年４月から令和６年12月において生じた乖離額を算入した場合、マイナスの乖離額が接続料
原価を上回り接続料が負の値となるため、当該期間に生じた乖離額を接続事業者と個別精算する旨を接続約款の附則に記載する旨の申請があった。これに伴い、当該個別精算に伴う影響については、令和６年
度接続料において行う。

■ ＩＰ音声県間接続に係る接続料金

■ 優先パケット県間接続に係る接続料金

令和６年度
予測

令和７年度
予測

令和８年度
予測

令和９年度
予測

令和10年
度予測

適用料金
４年３か月４Ｑ

ＮＴＴ東日本

コスト（百万円） 26 7 23 18 15 12 74

需要（千時間） 315,417 78,854 316,912 288,836 262,887 238,904 1,186,393
接続料金

（３分当たり）
0.00414 0.00369 0.00315 0.002772 0.002412 0.003528※

ＮＴＴ西日本

コスト（百万円） 24 ６ 22 19 16 14 77

需要（千時間） 290,281 72,570 294,985 270,965 248,226 226,808 1,113,554
接続料金

（３分当たり）
0.004086 0.003816 0.003546 0.003258 0.002988 0.003906※

令和６年度
予測

令和７年度
予測

令和８年度
予測

令和９年度
予測

令和10年
度予測

適用料金
４年３か月４Ｑ

ＮＴＴ東日本

コスト（百万円） 40 10 34 28 24 20 116

需要（Tbit） 651,320 162,830 658,747 666,219 673,740 681,312 2,842,849
接続料金

（円/bit当たり）
0.000062151 0.000051

401
0.000042

343
0.000035

667
0.000028

841
0.000040

762

ＮＴＴ西日本

コスト（百万円） 52 13 45 42 38 35 174

需要（Tbit） 783,766 195,942 777,788 771,814 765,845 759,880 3,271,269
接続料金

（円/bit当たり）
0.000066385 0.000058

101
0.000054

210
0.000050

075
0.000046

284
0.000010

424※

■ ＩＰｏＥ県間接続に係る接続料金

（ブロックＰＯＩ）

令和６年度
予測

令和７年度
予測

令和８年度
予測

令和９年度
予測

令和10年度
予測

適用期間
４年３か月４Ｑ

ＮＴＴ東日本

コスト（百万円） 959 240 914 868 834 779 3635

需要（ポート数） 10 ３ 11 10 11 13 48
接続料金

（円/ポート・月）
7,991,667 6,924,242 7,233,333 6,318,182 4,993,590 6,923,611※

ＮＴＴ西日本

コスト（百万円） 1,244 311 1,088 988 956 1,000 4,343

需要（ポート数） 19 5 19 18 17 19 78
接続料金

（円/ポート・月）
5,456,140 4,771,930 4,574,074 4,686,275 4,385,965 4,573,718※

令和６年度
予測

令和７年度
予測

令和８年度
予測

令和９年度
予測

令和10年度
予測

適用期間
４年３か月４Ｑ

ＮＴＴ東日本

コスト（百万円） 3,190 798 2,704 2,248 2,160 1,980 9,890

需要（ポート数） 69 17 75 71 80 89 332
接続料金

（円/ポート・月）
3,852,657 3,004,444 2,638,498 2,250,000 1,853,933 2,655,371※

ＮＴＴ西日本

コスト（百万円） 1,480 370 1,376 1,412 1,437 1,467 6,062

需要（ポート数） 25 6 26 29 31 35 127
接続料金

（円/ポート・月）
4,933,333 4,410,256 4,057,471 3,862,903 3,492,857 3,946,194※

（全国集約ＰＯＩ）

※ 現行算定期間に生じた乖離額調整後の接続料
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① 令和７年度の加入光ファイバに係る接続料の改定等 （P. 27～35）

② 令和７年度の次世代ネットワーク（NGN）に係る接続料の改定等（P. 37～40）

③ 実績原価方式に基づく令和７年度の接続料の改定等 （P. 42～47）

④ 長期増分費用方式に基づく令和７年度の接続料の改定等 （P. 49～51）

⑤ 報告事項（スタックテスト、加入光ファイバの未利用芯線について）（P. 53～67）

主な変更・報告内容等 （P. ５～24）

その他の変更・報告内容等 （P. 27～67）

参考資料 （P. 69～82）

① 令和７年度の加入光ファイバに係る接続料の改定等 （P. ５～８）

② 令和７年度の次世代ネットワーク（NGN）等に係る接続料の改定等（P. 10～15）

③ 実績原価方式に基づく令和７年度の接続料の改定等 （P. 17～19）

④ 固定電話のIP網移行に伴う対応（報告）（P. 21）

  ⑤ その他の事項（接続料規則等に基づく許可申請）（P. 23～24）
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① 令和７年度の加入光ファイバに係る接続料の改定等 （P. 27～35）

② 令和７年度の次世代ネットワーク（NGN）に係る接続料の改定等（P. 37～40）

③ 実績原価方式に基づく令和７年度の接続料の改定等 （P. 42～47）

④ 長期増分費用方式に基づく令和７年度の接続料の改定等 （P. 49～51）

⑤ 報告事項（スタックテスト、加入光ファイバの未利用芯線について）（P. 53～67）

主な変更・報告内容等 （P. ５～24）

その他の変更・報告内容等 （P. 27～67）

参考資料 （P. 69～82）

① 令和７年度の加入光ファイバに係る接続料の改定等 （P. ５～８）

② 令和７年度の次世代ネットワーク（NGN）等に係る接続料の改定等（P. 10～15）

③ 実績原価方式に基づく令和７年度の接続料の改定等 （P. 17～19）

④ 固定電話のIP網移行に伴う対応（報告）（P. 21）

  ⑤ その他の事項（接続料規則等に基づく許可申請）（P. 23～24）



2121固定電話のIP網移行に伴う対応（報告） 

○ 固定電話のIP網移行については令和６年12月に移行を完了。

○ なお、IP網移行期間中に一部のモバイル事業者（KDDI、ソフトバンク）※とNTT東西の間で認識の齟齬が生じ、IP網移行前にモバイル
網において具備していた、緊急通報呼における「切断遅延機能」がIP網移行後に実装されていないことが判明したため、当該モバイル
事業者側で機能開発が完了するまで当該モバイル事業者発緊急通報呼について暫定的にSTM-POIを利用中（個別に相互接続協定を締結）。

※ドコモは当該機能を実装済であり、既にIP網へ切替済。楽天モバイルは、既にIP網へ切替済であり、今後機能具備すべく開発時期等調整している状況。

（情報通信審議会 電話網移行円滑化委員会（第43回R6.9.26）NTT説明資料から抜粋）
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① 令和７年度の加入光ファイバに係る接続料の改定等 （P. 27～35）

② 令和７年度の次世代ネットワーク（NGN）に係る接続料の改定等（P. 37～40）

③ 実績原価方式に基づく令和７年度の接続料の改定等 （P. 42～47）

④ 長期増分費用方式に基づく令和７年度の接続料の改定等 （P. 49～51）

⑤ 報告事項（スタックテスト、加入光ファイバの未利用芯線について）（P. 53～67）

主な変更・報告内容等 （P. ５～24）

その他の変更・報告内容等 （P. 27～67）

参考資料 （P. 69～82）

① 令和７年度の加入光ファイバに係る接続料の改定等 （P. ５～８）

② 令和７年度の次世代ネットワーク（NGN）等に係る接続料の改定等（P. 10～15）

③ 実績原価方式に基づく令和７年度の接続料の改定等 （P. 17～19）

④ 固定電話のIP網移行に伴う対応（報告）（P. 21）

  ⑤ その他の事項（接続料規則等に基づく許可申請）（P. 23～24）







その他の変更・報告内容等
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① 令和７年度の加入光ファイバに係る接続料の改定等 （P. 27～35）

② 令和７年度の次世代ネットワーク（NGN）に係る接続料の改定等（P. 37～40）

③ 実績原価方式に基づく令和７年度の接続料の改定等 （P. 42～47）

④ 長期増分費用方式に基づく令和７年度の接続料の改定等 （P. 49～51）

⑤ 報告事項（スタックテスト、加入光ファイバの未利用芯線について）（P. 53～67）

主な変更・報告内容等 （P. ５～24）

その他の変更・報告内容等 （P. 27～67）

参考資料 （P. 69～82）

① 令和７年度の加入光ファイバに係る接続料の改定等 （P. ５～８）

② 令和７年度の次世代ネットワーク（NGN）等に係る接続料の改定等（P. 10～15）

③ 実績原価方式に基づく令和７年度の接続料の改定等 （P. 17～19）

④ 固定電話のIP網移行に伴う対応（報告）（P. 21）

  ⑤ その他の事項（接続料規則等に基づく許可申請）（P. 23～24）







29加入光ファイバ接続料に係るコスト効率化・削減の取組

①企業努力による更なる効率化・費用削減
• 局内・局外・お客様宅内の業務複合化による生産性向上による効率化
• 保守業務の内製化の推進による作業委託費の削減
• 請負工事会社とのシステム連携強化による保全・開通業務・施工管理業務の効率化
• 光開通支援業務、故障受付業務、工事の設計業務の広域集約による作業委託費の削減
• 電柱・土木等設備の点検方法の見直し等による作業委託費の削減 等

②加入光ファイバの耐用年数見直し（令和5年度に行った見直しによる効果）

■令和５年度の加入光ファイバの費用削減

費用削減等に係る取組の影響額（※1）（単位：億円） ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本

①企業努力による更なる効率化・費用削減 ▲13 ▲51

施設保全費 ▲22 ▲38

管理・共通費 ＋10（※２） ▲11

試験研究費 ▲０ ▲２

②光ファイバの耐用年数見直し ▲53 ▲42

合計 ▲66 ▲93

※１ 費用削減の取組を行わなかった場合に想定される各年度の設備管理運営費（令和3年度の設備管理運営費に取得固定資産価額の伸び率を乗じることで推計）との差額。
※２ 管理・共通費（ＮＴＴ東日本のみ）については「業務の全体最適化を志向した組織再編に伴う体制整備等による費用の増加」により、「結果的に費用が増加した」との報告があった

○ 「加入光ファイバに係る接続制度の在り方について」（平成27年９月14日情報通信審議会答申）を踏まえ、ＮＴＴ東日本・西日本において、接続
料の低廉化に向け①企業努力による更なる効率化・費用削減、②償却方法の定額法への移行、③コスト把握の精緻化を進め、前々算定期
間（平成28年度から令和元年度）でＮＴＴ東日本では▲630億円、ＮＴＴ西日本では▲537億円削減。

〇 その後、令和３年度の接続料改定の際の審議会の考え方を踏まえ、総務省からＮＴＴ東日本・西日本に対し、令和２年度から令和４年
度までの費用や投資の効率化の実施内容、効果等について、各年度の会計実績が取りまとまる年度において、遅くとも各報告年度の次年
度の接続約款の変更認可申請を行うまでに報告することを要請（令和３年５月28日付け総基料第124号）。令和２年度から令和４年度の
接続料改定においては、平成30年度のコスト実績をもとに、更なるコスト効率化・削減に取り組むこととし、固定資産の増加はあったも
のの、施設保全費等の効率化、後年度費用の軽減施策（設備補修の前倒し）等を行い、これらの取組による原価低廉化の効果を接続料に
も反映したところ、ＮＴＴ東日本では▲518億円、ＮＴＴ西日本では▲568億円削減。

○ 今次算定期間（令和５年度から令和７年度まで）についても、将来原価方式に基づく令和５年度の接続料の改定等に際し同旨の要請を
実施（令和５年７月31日付け総基料第162号）を踏まえ、今般の申請において、令和５年度には、ＮＴＴ東日本で▲66億円、ＮＴＴ西日
本で▲93億円の費用削減があった旨、報告があった。

○ なお、令和４年度の接続料改定の際の審議会の考え方（令和４年３月28日情報通信行政・郵政行政審議会答申）を踏まえて、電気通信事業会計規則に定め
る業務区分毎の費目に分計して報告がなされている。

■令和５年度の費用削減実績
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○ 今般、「接続料の算定等に関する研究会」第八次報告書の内容を踏まえ、接続事業者間の適切な運用の確保・円滑
な事業者間協議を制度的に裏付ける等の観点から、接続約款において具体的に定めることが適当とされた次の事項に
ついて、ＮＴＴ東日本・西日本から、所要の規定を追加する申請があった。

  ・接続関連システム経費に関する情報開示手続、開示する情報

  ・加入光ファイバ等の提供遅延に係る改善策として、エリア毎の納期回答逼迫状況開示手続きや中間回答（コロケー
ションに必要な電源設備や空調設備の提供予定日の回答が申込みから１月を超える場合に、当該時点で回答可能な内
容（回答時期の目途等）を伝える通知）に係る手続き

「接続料の算定等に関する研究会第八次報告書」を踏まえた規定の追加 ①

第16章 雑則
（指定電気通信設備に関連する情報システムに係る情報の提供）
第99条の15 当社は協定事業者に対し、当社が主催する接続関連システム（協定事業者が当社の指定電気通信設備と協定事業者の設置する電気通信設備を

接続する際に利用するシステムであって、当社が改修及び運用するものをいいます。以下同じとします。）に係る意見交換の場において、接続関連シス
テムの開発に関し次の各号に規定する情報を提供します。

(1) 開発を予定する機能の数並びに当該機能の必須及び付加の別

(2) 機能ごとの想定費用並びに接続料等への影響額及び影響期間

(3) 前号に規定する費用の確定額

(4) 開発規模に関する情報

附 則（令和７年１月17日東相制第000200000524号及び相制第155500000432号） 
（実施時期）  
この改正規定は、認可を受けた後、令和７年４月１日から実施します。

第一種指定電気通信設備に係る接続関連システム経費の適正性の向上

・ 第一種指定電気通信設備の接続料原価に含まれるシステム関連経費の透明性の確保の在り方について、実態を確認したうえで検討。

⇒ ＮＴＴ東日本・西日本の指定設備接続約款において、接続関連システム経費に関する情報開示手続（開示の時期・契機を含む。）、開示する情報
（開発・改修する想定、機能数及び必須／付加の別、機能毎の想定費用及び接続料（コロケーション料金・手続費等を含む。）への想定影響額／影響
期間等）を具体的に規定することが適当。

青字：追加規定箇所
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第14章 相互接続点を通信用建物等に設置する場合の取扱い
（接続に必要な装置等の設置に係る標準的期間）
第95条の４ 第10条の３（相互接続点の調査及び設置申込み）第５項又は第６項の規定により、相互接続点を設置可能と回答した通信用建物等に相互接続点を設置するとき
は、当社は、次の各号に規定する期間内に準備を整えます。ただし、接続に必要な装置等の設置にあたってその接続に必要な装置等に対して電気を供給することにより既
存の電源設備、蓄電池設備又は受発電設備の許容量を超えるために電源設備、蓄電池設備又は受発電設備の設置又は改修が必要となるとき、当社と建設請負契約を締結す
る場合であってその工事の規模が著しく大きいとき（その相互接続点における建設請負契約に基づく負担額のうち委託工事費が500万円以上となる場合をいいます。）等
特別な工事が必要となるとき又は緊急の対応を要する事象が生じたときは、次の各号に規定する期間を超えることがあります。
(1) 当社が第10条の３第５項又は第６項に規定する回答を行った日から接続に必要な装置等の設置に着手する日までの期間

ア 当社と建設請負契約を締結しない場合
(ｱ) その接続に必要な装置等又はそれに付帯する接続申込者の設備を、接続申込者が当該装置等を既に設置している場所に設置する場合であって、接続申込者が利用可能な周

辺設備等の設置又は改修が必要でないとき。
２週間以内

(ｲ) (ｱ)(ｳ)以外の場合
１ヶ月以内

(ｳ) その接続に必要な装置等又はそれに付帯する接続申込者の設備を設置する場所において、その接続申込者からの要望等の事由により二重床の設置又は改修を行うとき。
１ヶ月半以内

イ ア以外の場合
２ヶ月以内

(2) 建設請負契約に基づき当社が接続申込者から請け負った工事に着手した日からその工事を完了する日までの期間
ア 通信用建物において工事を実施する場合

(ｱ) その接続に必要な装置等が第５条（標準的な接続箇所）第１項の表中第１－２欄に定める箇所で接続される場合
１ヶ月以内

(ｲ) (ｱ)以外の場合
１ヶ月半以内

イ ア以外の場合
３ヶ月以内

２ （略）
３ 第１項ただし書きの場合（当社と建設請負契約を締結しない場合に限ります。）において、当社は当社設備の提供可能時期を接続申込者へ通知することとします。また、
通知までの期間が、当社が第10条の３第５項又は第６項に規定する回答を行った日から１か月を超える場合（前項に規定する事由により経過した期間については含まない
ものとします。）は、当社は事前にその理由、設置又は改修が必要となる設備及び回答予定時期について、接続申込者に通知（その時点で当社が把握可能な情報に限りま
す。）することとします。

第16章 雑則
（光回線設備との接続に係るその他の情報の提供）
第99条の７ 当社は、次の各号に規定する情報を接続申込者が電気通信回線設備を通じて閲覧できるようにします。この場合において、この情報の閲覧については、費用
の支払は要しません。ただし、閲覧できる情報のうち空き情報その他調査時期により状況に変動が生じる情報については、現状との相違が含まれることがあります。

(1)～(8) （略）
(9) 都道県府県の区域ごとにおける光信号端末回線（光信号分岐端末回線においては光信号端末回線の工事日仮予約を行ったものを除きます。）の納期回答状況

加入光ファイバ等の提供遅延の改善
・ ＮＴＴ東日本・西日本の加入光ファイバの提供遅延の改善策について、実態等を確認したうえで検討。
⇒ 提供遅延の状況には改善が見られるものの、一部エリアの遅延を始め、依然として改善を要する点も存するため、ＮＴＴ東日本・西日本は、個別事象と

いう説明にとどまらず、原因を具体的に特定し、必要な対策を講じることが適当。また、ＮＴＴ東日本・西日本は、エリア毎の納期回答の逼迫状況開示手
続を接続約款で定めたうえで、要因分析の結果に応じて所要の対策を講じるとともに、コロケーションに必要な電源設備や空調設備の提供予定日の回
答が申込みから１月を超える場合に、当該時点で回答可能な内容（回答時期の目途等）を伝える中間回答手続を接続約款で定めることが適当。

「接続料の算定等に関する研究会第八次報告書」を踏まえた規定の追加 ②

青字：追加規定箇所
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① 令和７年度の加入光ファイバに係る接続料の改定等 （P. 27～35）

② 令和７年度の次世代ネットワーク（NGN）に係る接続料の改定等（P. 37～40）

③ 実績原価方式に基づく令和７年度の接続料の改定等 （P. 42～47）

④ 長期増分費用方式に基づく令和７年度の接続料の改定等 （P. 49～51）

⑤ 報告事項（スタックテスト、加入光ファイバの未利用芯線について）（P. 53～67）

主な変更・報告内容等 （P. ５～24）

その他の変更・報告内容等 （P. 27～67）

参考資料 （P. 69～82）

① 令和７年度の加入光ファイバに係る接続料の改定等 （P. ５～８）

② 令和７年度の次世代ネットワーク（NGN）等に係る接続料の改定等（P. 10～15）

③ 実績原価方式に基づく令和７年度の接続料の改定等 （P. 17～19）

④ 固定電話のIP網移行に伴う対応（報告）（P. 21）

  ⑤ その他の事項（接続料規則等に基づく許可申請）（P. 23～24）
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ＮＧＮの県内通信用設備に係る法定機能接続料 （関門系ルータ交換機能）
○ ＮＴＴ東日本・西日本の令和７年１月以降のＮＧＮに係る法定機能の接続料については、以下のとおり。

○ 接続事業者が支払う接続料は、ゲートウェイルータ（以下「ＧＷルータ」という。）の料金をポート数比で按分した値が適用されることから、ポート数の増加に伴い、
１ポートあたり月額料は減少傾向。

○ 東京都に所在するＧＷルータは、令和６年９月まで東日本集約・東京ＰＯＩとして東日本集約ＰＯＩ（東日本全域を接続対象地域とするＰＯＩ）及び東京ＰＯＩ（東京都
を接続対象地域とするＰＯＩ）の双方を兼ねて利用されていたところ、装置上限に達する見込みであることを踏まえ、令和６年10月から東京ＰＯＩとして利用する新
たなＧＷルータを増設し、当該更改に伴う移行が行われた。

○ また、群馬県、新潟県、宮城県、福島県においては、接続事業者からの要望を受け、新たに単県POIが2025年度に開設されるため、当該POIについて、関門系
ルータ交換機能の網使用料を接続約款に追加する申請があったもの。

○ なお、徳島県及び高知県は、ベンダのサポート終了を迎える一部物品の更改を2024年度内に予定（他の単県POIにおいても2025年度以降に順次更改を予定）
しており、それぞれ2.5％、2.6％増加。

POI名
2025年度申請※2

１ポートあたり月額
(参考)

2024年4月1日時点
1ポートあたり月額

ポート数
2025年
4月1日

2024年
4月1日対前年度増減率

西日本集約
関西1POI・大阪POI 168,113 ▲5.0% 176,938 48 47

関西2POI・兵庫POI 246,382 ▲12.1% 280,407 19 17
東海POI・愛知POI 206,683 ▲12.5% 236,112 26 23
中四国POI・広島POI 274,083 ▲8.6% 299,849 17 16
九州POI・福岡POI 220,490 ▲7.4% 238,156 24 23
京都POI 297,717 ▲19.4% 369,286 10 7
静岡POI 446,046 ▲4.2% 465,823 9 8
岐阜POI 414,653 ▲16.8% 498,467 6 5
三重POI 586,500 ▲1.9% 597,708 4 4

熊本POI 489,900 ▲1.9% 499,533 5 5

鹿児島POI 489,967 ▲18.2% 599,083 5 4

岡山POI 415,417 ▲1.9% 423,597 6 6

長崎POI 768,806 ▲33.4% 1,154,208 3 2

山口POI 489,967 ▲18.2% 599,083 5 4

滋賀POI 587,771 ▲1.9% 599,083 4 4

石川POI 490,067 ▲57.5% 1,153,792 5 2

富山POI 1,132,458 ▲1.8% 1,153,792 2 2

奈良POI 769,417 ▲33.3% 1,153,792 3 2

愛媛POI 769,417 ▲33.3% 1,153,792 3 2

香川POI 1,132,458 ▲1.8% 1,153,792 2 2

佐賀POI 1,132,458 ▲1.8% 1,153,792 2 2
沖縄POI 587,833 ▲1.8% 598,875 4 4
大分POI 1,132,958 ▲1.1% 1,145,042 2 2

和歌山POI 1,132,958 ▲1.1% 1,145,042 2 2

宮崎POI 1,132,958 ▲1.1% 1,145,042 2 2

福井POI 769,722 ▲1.1% 778,056 3 3

徳島POI 1,173,708 2.5% 1,145,042 2 2

島根POI 1,132,958 ▲1.1% 1,145,042 2 2

鳥取POI 1,132,958 ▲1.1% 1,145,042 2 2

高知POI 1,175,167 2.6% 1,145,042 2 2

POI名
2025年度申請※2

１ポートあたり月額
(参考)

2024年4月1日時点
1ポートあたり月額

ポート数
2025年
4月1日

2024年
4月1日対前年度増減率

東日本集約POI 458,271 - 158,146
8 64

東京POI 169,501 62
千葉POI 194,018 ▲6.8% 208,207 23 23
埼玉POI 178,086 ▲9.1% 195,907 28 27
神奈川POI 167,782 ▲3.2% 173,414 34 32
北関東ブロックPOI 621,967 ▲24.5% 824,208 5 4
北海道POI 199,432 ▲20.9% 252,197 22 19
東北ブロックPOI 164,207 ▲15.8% 195,089 31 29
北関東・甲信越ブロックPOI 184,934 ▲21.2% 234,639 24 21
茨城POI 317,908 ▲5.7% 337,050 10 10
栃木POI 392,702 ▲6.1% 418,060 7 7
群馬POI※3 1,066,083 - - 3 -
新潟POI※3 1,585,042 - - 2 -
宮城POI※4 806,625 - - 4 -
福島POI※4 1,585,042 - - 2 -

※1:網改造料の算定に係る2025年度適用の諸比率を用いて算定
※2:2025年4月1日時点の利用見込(個別建設申込み受領済みのもの) に基づき算定
※3:群馬POI及び新潟POIの月額料金及びポート数は、開設を予定している4月末日の利用見込に基づき算定
※4:宮城POI及び福島POIの月額料金及びポート数は、開設を予定している5月末日の利用見込に基づき算定

ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本
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① 令和７年度の加入光ファイバに係る接続料の改定等 （P. 27～35）

② 令和７年度の次世代ネットワーク（NGN）に係る接続料の改定等（P. 37～40）

③ 実績原価方式に基づく令和７年度の接続料の改定等 （P. 42～47）

④ 長期増分費用方式に基づく令和７年度の接続料の改定等 （P. 49～51）

⑤ 報告事項（スタックテスト、加入光ファイバの未利用芯線について）（P. 53～67）

主な変更・報告内容等 （P. ５～24）

その他の変更・報告内容等 （P. 27～67）

参考資料 （P. 69～82）

① 令和７年度の加入光ファイバに係る接続料の改定等 （P. ５～８）

② 令和７年度の次世代ネットワーク（NGN）等に係る接続料の改定等（P. 10～15）

③ 実績原価方式に基づく令和７年度の接続料の改定等 （P. 17～19）

④ 固定電話のIP網移行に伴う対応（報告）（P. 21）

  ⑤ その他の事項（接続料規則等に基づく許可申請）（P. 23～24）













4747ＮＴＴ西日本における令和６年度の接続料改定における手続費の算定の誤り

○ ＮＴＴ西日本の令和６年度の接続料改定（令和６年１月16日申請、１月23日諮問、３月24日答申、同日認可）において、「債権譲受
手続費」（ＮＴＴ東西が協定事業者から契約者が支払うべき料金の債権を譲り受けたときに、ＮＴＴ東西が行う利用者料金の回収業務に対する手続

費）について、同社における確認漏れにより、接続料規則の定める「適正な原価に適正な利潤を加えた額」とは異なる、

誤った料額が申請された。

○ 当該手続費に係る収入と原価・利潤を一致させるため、令和７年度の接続料改定において、接続約款（附則）に、当
該年度に請求差額が生じた場合には、令和６年度の正しい料額を用いて精算するための規定を置く旨の申請があった。

※令和６年４月１日以降、当該手続費の請求はなされていない。

■ 誤りの内容

■ 誤りの原因・再発防止策等

区分 内訳 単位
令和６年度適用料金

正しい料額 誤った料額（申請料金）

(7)
債権譲受
手続費

第80 条（ 債権譲受）

の規定により、当社
が協定事業者の役務
提供区間に関わる利
用者料金の債権をそ
の協定事業者より譲
り受けたときに、当社
が行う利用者料金の
回収業務に要する費
用

アイ以外
の場合

(ｱ)電話サービス又は

総合ディジタル通信
サービスの利用者に対

する料金請求書の料
金内訳項目を１の協定

事業者が専有する場
合であって、請求・収
納・回収を当社が行う
場合

１内訳項目ごとに

17.63

18.15

17.63

0.19

・当該手続費に係る修正を行った際、修正過程で誤った額を転記したことに気付かないまま申請が行われたことによるもの。
・約款修正の二重チェックの実施等、説明資料及び申請資料の確実な相互確認作業の徹底等により再発防止を図る。

NTT東日本 NTT西日本
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① 令和７年度の加入光ファイバに係る接続料の改定等 （P. 27～35）

② 令和７年度の次世代ネットワーク（NGN）に係る接続料の改定等（P. 37～40）

③ 実績原価方式に基づく令和７年度の接続料の改定等 （P. 42～47）

④ 長期増分費用方式に基づく令和７年度の接続料の改定等 （P. 49～51）

⑤ 報告事項（スタックテスト、加入光ファイバの未利用芯線について）（P. 53～67）

その他の変更・報告内容等 （P. 27～67）

参考資料 （P. 69～82）

① 令和７年度の加入光ファイバに係る接続料の改定等 （P. ５～８）

② 令和７年度の次世代ネットワーク（NGN）等に係る接続料の改定等（P. 10～15）

③ 実績原価方式に基づく令和７年度の接続料の改定等 （P. 17～19）

④ 固定電話のIP網移行に伴う対応（報告）（P. 21）

  ⑤ その他の事項（接続料規則等に基づく許可申請）（P. 23～24）

主な変更・報告内容等 （P. ５～24）
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① 令和７年度の加入光ファイバに係る接続料の改定等 （P. 27～35）

② 令和７年度の次世代ネットワーク（NGN）に係る接続料の改定等（P. 37～40）

③ 実績原価方式に基づく令和７年度の接続料の改定等 （P. 42～47）

④ 長期増分費用方式に基づく令和７年度の接続料の改定等 （P. 49～51）

⑤ 報告事項（スタックテスト、加入光ファイバの未利用芯線について）（P. 53～67）

主な変更・報告内容等 （P. ５～24）

その他の変更・報告内容等 （P. 27～67）

参考資料 （P. 69～82）

① 令和７年度の加入光ファイバに係る接続料の改定等 （P. ５～８）

② 令和７年度の次世代ネットワーク（NGN）等に係る接続料の改定等（P. 10～15）

③ 実績原価方式に基づく令和７年度の接続料の改定等 （P. 17～19）

④ 固定電話のIP網移行に伴う対応（報告）（P. 21）

  ⑤ その他の事項（接続料規則等に基づく許可申請）（P. 23～24）





5454スタックテストの結果①（サービスごとの検証）

○ 指針に基づき、ＮＴＴ東日本・西日本において令和５年度の接続料総額と利用者料金収入の水準を比較した結果、両社の検証対象サー
ビスでは、利用者料金収入と接続料総額の差分が営業費相当基準額（利用者料金収入の20％）を上回ったため、価格圧搾による不当な競
争を引き起こすものとは認められなかった。

ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本

（注） ○：スタックテストの要件を満たしていると認められるもの ×：スタックテストの要件を満たしていないと認められるもの

サービス
①

利用者
料金収入

②
接続料
総額相当

③
差分

（（①－②）/①）

営業費相

当基準額

との比較

フレッツ光ネクスト 5,069億円 2,403億円
2,666億円
（52.6%）

○

ひかり電話

移動体着
含む

1,093億円 207億円
886億円

（81.1%）
○

移動体着
除く

876億円 109億円
767億円

（87.6%）
○

ひかり電話ネクスト 20億円 9億円
11億円

（55.0%）
○

ビジネスイーサワイド 412億円 305億円
107億円

（26.0%）
○

サービス
①

利用者
料金収入

②
接続料
総額相当

③
差分

（（①－②）/①）

営業費相

当基準額

との比較

フレッツ光ネクスト 3,798億円 2,006億円
1,792億円
（47.2%）

○

ひかり電話

移動体着
含む

1,014億円 179億円
835億円

（82.3%）
○

移動体着
除く

798億円 94億円
704億円

（88.2%）
○

ひかり電話ネクスト 8億円 4億円
4億円

（50.0%）
○

ビジネスイーサワイド 440億円 319億円
121億円

（27.5%）
○
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●接続料の算定に関する研究会 第四次報告書（令和２年９月）

 第４章 「加入光ファイバの未利用芯線及び報酬額の算定方法」

１．加入光ファイバの未利用芯線

（３）考え方

加入光ファイバの未利用芯線については、第三次報告書において示されたとおり、今後も調査を行い時系列のデータを蓄
積することにより投資の合理性に関する検証を継続することが必要であり、そのため当該データ及び当事者による評価分析
が総務省に定期的に提供され、かつ、認可申請時などにできる限り一般公表されることが適当である。

この時系列データは、サンプル数を増やしたとしても、直ちに定量的な結論を導き出せるものではないと考えられるものの、
他方で、未利用芯線の実態をより明らかにする観点からは、より多くの事例を収集し、類似の事例を整理することで、投資の合
理性に関する検証の精度を高めることが可能になると考えられる。

したがって、NTT東日本・西日本においては、現行のNTT東日本・西日本それぞれ大規模・中規模・小規模ビルの計６ビル
における時系列データの収集に加え、更なるサンプル数の増加を検討するなど、実態把握の強化に向けた取組を継続するこ
とが適当である。

加入光ファイバの未利用芯線について

○ 加入光ファイバの未利用芯線（※１）については、「接続料の算定等に関する研究会」（※２）の議論を踏まえ、ＮＴＴ東日本・西日本に
おいて時系列の芯線利用率等に関するデータを総務省に定期的に提供し、かつ、（総務省において）認可申請時においてできる限り一般公表
することとされている。

○ これは、「能率的な経営のもとでの適正原価・適正利潤という接続料算定の考え方に照らすと、確かに、光ファイバ設備を含む事業用
資産の保有は、現用・予備を含め、事業につき真に必要なものとすることが合理的であり、またレートベースの算定に用いる正味固定資
産価額も事業全体の真実かつ有効な資産のものに限定されることが適切と考えられる」（接続料の算定に関する研究会第二次報告書）こと等を踏ま
え、未利用芯線の実態を把握するとともに、ＮＴＴ東日本・西日本の行うケーブル敷設の投資時点における需要予測等の合理性等を検証
するためのものである。

※１ ＮＴＴ東日本・西日本の加入光ファイバ（及びメタル回線）については、ケーブル単位で敷設・保守・管理されており、芯線単位で除却・撤去を行うことができないため、利
用されていない芯線が存在する。

※２ 令和元年12月に「接続料の算定に関する研究会」から名称を変更。















63地下光ケーブルに関する調査結果 （１/４）

耐用年数経過後のケーブル 下位ロットの収容率を下回るケーブル凡例

東日本・大規模：新宿ビル（東京都）

○ 個別事情の調査・分析として①～③に該当するケーブルはなし。

赤枠内委員限り



64地下光ケーブルに関する調査結果 （２/４）

耐用年数経過後のケーブル 下位ロットの収容率を下回るケーブル凡例

○ 個別事情の調査・分析として①に該当するケーブルはなし。

○ ②として、１方面（200芯ケーブル（平成11年敷設））において、ISDNの廃止によりに伴い芯線使用率が減少しているものがある。

○ ③として、１方面（1000芯ケーブル（平成29年敷設））において、大規模ユーザの移設及び新興住宅地の宅地造成の一時的な影響によ
り、芯線使用率が低下していたが、接続事業者のエリア拡大等に伴って上昇しているものがある。

東日本・中規模：山形ビル（山形県）

○ 個別事情の調査・分析として①～③に該当するケーブルはなし。

東日本・小規模：角館ビル（秋田県）

耐用年数経過後のケーブル 下位ロットの収容率を下回るケーブル凡例

赤枠内委員限り



65地下光ケーブルに関する調査結果 （３/４）

耐用年数経過後のケーブル 下位ロットの収容率を下回るケーブル凡例

○ 個別事情の調査・分析として①、②に該当するケーブルはなし。

○ ③芯線使用状況が特徴的なケーブルとして、

・ ３方面（いずれも100芯ケーブル（昭和63年敷設））において、撤去予定の旧規格ケーブルのため、芯線使用率が増えていないものがある。

・ １方面（100芯ケーブル（平成13年敷設））において、大手企業の需要増により

１方面（100芯ケーブル（平成31年敷設））において、大手企業のデータセンタ需要にそれぞれ起因して、芯線使用率が上昇しているものがある。

西日本・大規模：大阪日本橋ビル（大阪府）

赤枠内委員限り



66地下光ケーブルに関する調査結果 （４/４）

耐用年数経過後のケーブル 下位ロットの収容率を下回るケーブル凡例

○ 個別事情の調査・分析として①に該当するケーブルはなし。
〇 ②（経済的耐用年数経過前で、かつ下位ロットの収容率を下回り、芯線使用率が低下しているケーブル）に該当するケーブルとして、
F方面（1000芯ケーブル（平成24年敷設））において、工事利用のため確保していた芯線が工事完了後芯線使用率が低下。

○ ③（芯線使用状況が特徴的なケーブル）として、下位ロットの収容率を下回る１方面（1000芯ケーブル（平成10年敷設））において、芯線使用
率に大きな変動はないが、大手企業のデータセンタ移転に起因して利用芯線が減少。

西日本・中規模：岡山今村ビル（岡山県）

○ 個別事情の調査・分析として①～③に該当するケーブルはなし。

西日本・小規模：指宿ビル（鹿児島県）

耐用年数経過後のケーブル 下位ロットの収容率を下回るケーブル凡例

赤枠内委員限り
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（参考資料）
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■接続料が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを算定するものとして総務省令で定める方

法により算定された金額に照らし公正妥当なものであること。

接続料の認可基準
（電気通信事業法

第33条４項２号）

算定方式 算定概要 主な対象機能

長期増分費用方式
（ＬＲＩＣ）

・仮想的に構築された効率的なネットワークのコストに基づき算定
・前年度下期＋当年度上期の通信量を使用

・電話網（メタル回線収容装置、中継系伝送
路設備）

実際
費用
方式

将来原価方式
・新規かつ相当の需要増加が見込まれるサービス及び接続料の急激
な変動を緩和する必要があるサービスに係る設備に適用

・原則５年以内の予測需要・費用に基づき算定

・加入者回線（光ファイバ）
・ＮＧＮ

実績原価方式
・前々年度の実績需要・費用に基づき算定
・当年度の実績値が出た段階で、それにより算定した場合との乖離分
を翌々年度の費用に調整額として加算

・加入者回線（ドライカッパ、ラインシェアリング）

・中継光ファイバ回線
・専用線、・公衆電話
・ＩＰ関連装置

■ 接続料は、法定機能ごとに、当該接続料に係る収入（接続料×通信量等）が、当該接続料の原価及び利潤の合計額

に一致するように定めなければならない。

接続料 接続料原価通信量等× ＝

＝

第一種指定設備
管理運営費
（設備コスト）

利益対応税自己資本費用他人資本費用 ＋＋＋

法定機能ごとの通信量等の直近の実績値（※）

（ 将来原価方式の場合：将来の合理的な通信量等の予測値）

＋ 調整額

接続料算定の原則
（接続料規則第14条第1項）

＝

※ 接続料の体系は、当該接続料に係る第一種指定設備管理運営費の発生の態様を考慮し、回線容量、回線数、通信回数、通信量、距離等を単位とし、社会的経済的にみて合理的

なものとなるように設定するものとする。（接続料規則第14条第３項）

接続料原価
（接続料規則第８条第１項）

接続料

通信量等(需要)
（接続料規則第14条第２項）

（適正報酬額）

接続料算定の原則と対象機能











7979法定機能と接続料算定方式の対応関係

法定機能の区分
機能の概要

法定機能の区分(第一種指定電気通信設備接続料規則第４条) 通称

端末回線

伝送機能

1.帯域透過端末回線伝送機能 ドライカッパ 電話用加入者回線と同等の設備を帯域分割することなく提供し、通信を伝送する機能

2.帯域分割端末回線伝送機能 ラインシェアリング 電話用加入者回線と同等の設備を帯域分割して提供し、通信を伝送する機能

3.光信号端末回線伝送機能 加入光ファイバ 加入光ファイバにより通信を伝送する機能

4.総合デジタル通信端末回線伝送機能 INS1500（キャリアズレート） ＩＳＤＮ加入者回線により通信を伝送する機能

5.その他端末回線伝送機能 ＯＬＴ等 ＯＬＴ及び接続専用線の端末回線部分等により伝送を行う機能

端末系

交換機能

6.端末系ルータ交換機能 ＮＧＮの収容ルータ 収容ルータにより通信の交換を行う機能（一般収容ルータ優先パケット識別機能を除く）

7.一般収容ルータ優先パケット識別機能 ＮＧＮの優先パケット識別 収容ルータにおいて特定のパケットを識別する機能

8.メタル回線収容機能 メタル収容装置
メタル回線収容装置及びＰＳＴＮのメディアゲートウェイ（関門系ルータ接続用）により音声信号とパケット相
互間の変換を行う機能

9.ワイヤレス固定電話交換機能※2 ワイヤレス固定電話用収容ルータ ワイヤレス固定電話用収容ルータにより通信の交換を行う機能

10.光信号電気信号変換機能 メディアコンバータ 光信号電気信号変換装置により光信号と電気信号との変換を行う機能

11.光信号分離機能 局内スプリッタ 局内スプリッタにより光信号の分離を行う機能

12.関門系ルータ交換機能 ＮＧＮの網終端装置、ＧＷルータ 関門系ルータ（網終端装置、ＧＷルータ）により通信の交換を行う機能

中継

伝送機能

13.一般光信号中継伝送機能 中継光ファイバ等 中継光ファイバを波長分割多重装置を用いることなく伝送を行う機能

14.特別光信号中継伝送機能 ＷＤＭを用いた中継光ファイバ 中継光ファイバを波長分割多重装置を用いて１波長にて伝送を行う機能

ルーティング

伝送機能

15.一般中継系ルータ接続伝送機能
メタルＩＰ電話に係るＮＧＮの中

継伝送路
メディアゲートウェイ（関門系ルータ接続用）と中継ルータ間の通信の交換及び伝送を行う機能

16.一般中継系ルータ交換伝送機能 ＮＧＮの中継ルータ及び伝送路 中継ルータ、収容ルータ～中継ルータ間、中継ルータ～関門系ルータ間の通信の交換及び伝送を行う機能

17.一般県間中継系ルータ交換伝送機能 ＮＧＮの県間通信用設備
県間中継ルータ、中継ルータ～県間中継ルータ間、県間中継ルータ間、県間中継ルータ～関門系ルータ間の通信
の交換及び県間伝送を行う機能

18. イーサネットフレーム伝送機能 イーサネット イーサネットスイッチ及び伝送路設備により通信路の設定及び伝送を行う機能

19.通信路設定伝送機能 専用線 通信路の設定の機能を有する電気通信設備及び伝送路設備により通信路の設定及び伝送を行う機能

20.SIPサーバ機能 ＮＧＮのＳＩＰサーバ 収容ルータと連携してパケットの制御や固定端末系伝送路設備の認証等を行う機能

21.SIP信号変換機能
ＮＧＮのセッションボーダコント

ローラ

ＳＩＰサーバと連携して、事業者の網内で流通するＳＩＰ信号を終端し、事業者と他の電気通信事業者の網間で
流通可能なＳＩＰ信号に変換する機能

22.番号管理機能 ＮＧＮのＥＮＵＭサーバ ＳＩＰサーバと連携して、入力された電気通信番号の一部又は全部に対応してドメイン名を出力する機能

23.ドメイン名管理機能 ＮＧＮのＩＰ電話用ＤＮＳサーバ 入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能

24.ワイヤレス固定電話用制御等機能※2 ワイヤレス固定電話用制御等設備
ワイヤレス固定電話用設備と連携して、インターネットプロトコルによるパケットの伝送の制御又は固定端末系
伝送路設備の認証等を行う機能

25.番号案内機能 番号案内データベース・装置 電気通信番号の案内を行う機能

26.公衆電話機能 公衆電話機 公衆電話の電話機等により通信の発信を行う機能

27.端末間伝送等機能 専用線（キャリアズレート） 端末間の伝送等に係る電気通信役務の提供に当たって一体的に用いられているものと同等の機能

28.クロック提供機能 クロック提供装置 デジタル交換機や伝送装置等を同期させ、通信品質を維持するための同期クロックを供給する機能

＊接続料の算定方式

          ：実績原価方式 ：将来原価方式（加入光ファイバ） ：将来原価方式（ＮＧＮ） ：長期増分費用（ＬＲＩＣ)方式 ：キャリアズレート※1 ：その他

※1 上記表中の２つの機能について、いわゆるキャリアズレート方式により接続料が設定されているが、変更がないため、申請の対象にはなっていない。
※2 令和7年1月1日から令和10年3月31日までの間、ワイヤレス固定電話をメタルIP電話と仮定して接続料原価を算定しているため、上記表中のうち、ワイヤレス固定電話のみに係る２つの機能については、接続料

の算定方法を定めていない。










